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(57)【要約】
【課題】体腔内の特定部位に対する触診を行い、その結
果に基づいて患部の状態をより詳細に観察できる照明光
に自動的に変更して、内視鏡による診断を支援する内視
鏡装置を提供する。
【解決手段】内視鏡装置１００は、内視鏡挿入部１９の
先端から照明光を照射するとともに、被観察対象を撮像
素子２１により撮像して撮像画像情報を取得する。内視
鏡装置１００は、白色光、及び白色光とは異なるスペク
トルの特殊光を選択的に出射する光源部４５と、内視鏡
挿入部１９の先端から、その一端に形成された触子部７
５を突出させて被観察対象の生体表面に押し当てる押し
当て部材４１と、押し当て部材４１の触子部７５を生体
表面に押し当てて撮像した撮像画像情報から生体表面の
特徴量を検出する特徴量検出部６７と、検出された特徴
量に応じて通常観察モード、特殊光観察モードのいずれ
かに切り替える観察モード切換部と、を備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内に挿入される内視鏡挿入部の先端から、照明光を生体内の被観察対象に向けて照
射するとともに、前記被観察対象を撮像素子により撮像して撮像画像情報を取得する内視
鏡装置であって、
　白色光、及び白色光とは異なるスペクトルの特殊光を選択的に出射する光源部と、
　前記内視鏡挿入部の先端から、その一端に形成された触子部を突出させて前記被観察対
象の生体表面に押し当てる押し当て部材と、
　前記押し当て部材の触子部を生体表面に押し当てて撮像した撮像画像情報から前記生体
表面の特徴量を検出する特徴量検出部と、
　前記特徴量検出部により検出された特徴量に応じて、前記白色光を照明光として観察す
る通常観察モード、前記特殊光を含む光を照明光として観察する特殊光観察モードのいず
れかに切り替える観察モード切換部と、
を備えた内視鏡装置。
【請求項２】
　請求項１記載の内視鏡装置であって、
　前記光源部が、白色照明光を生成するための白色光用光源、及び前記白色照明光より狭
帯域のスペクトル光を発生する特殊光光源を含む複数の光源を含んで構成され、前記複数
の光源からの光を所定の光量比で合波して出射する内視鏡装置。
【請求項３】
　請求項２記載の内視鏡装置であって、
　前記観察モード切換部が、前記特徴量検出部により検出された特徴量に応じて前記所定
の光量比を変化させる内視鏡装置。
【請求項４】
　請求項１～請求項３のいずれか１項記載の内視鏡装置であって、
　前記特徴量が、前記生体表面に前記押し当て部材の触子部を押し当てて陥没させたとき
の、前記生体表面の陥没領域の大きさに関連した特徴量である内視鏡装置。
【請求項５】
　請求項４記載の内視鏡装置であって、
　前記特徴量が、前記押し当て部材の触子部の周囲における前記生体表面の色調、輝度の
少なくともいずれかの変化量である内視鏡装置。
【請求項６】
　請求項１～請求項５のいずれか１項記載の内視鏡装置であって、
　前記押し当て部材が、前記触子部を前記生体表面に対して面垂直方向に押し当て可能に
、前記内視鏡挿入部の先端から突出された内視鏡装置。
【請求項７】
　請求項１～請求項６のいずれか１項記載の内視鏡装置であって、
　前記押し当て部材が、前記内視鏡挿入部の軸方向に沿って形成された鉗子チャンネルに
進退自在に挿通される内視鏡装置。
【請求項８】
　請求項１～請求項７のいずれか１項記載の内視鏡装置であって、
　前記特殊光源の出射光の中心波長が、３６０ｎｍ乃至４７０ｎｍの波長域に含まれる内
視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な内視鏡装置は、内視鏡挿入部の先端の観察窓から生体組織を観察するように構
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成されている。しかし、近年の内視鏡診断の高度化に伴い、患部を観察するだけでなく、
患部の弾力や硬化の確認等、触診を行いたい要求が強まっている。特に、患部に腫瘍が存
在するときは、その腫瘍の領域が周囲より硬化する等、観察だけでは知り得ない病状の進
行度合いが触診によって正確に診断できる。そこで、押圧手段により観察中の体腔内部を
所定の圧力で押圧し、この押圧による組織の変位量を検出することで、組織の硬さを検出
する内視鏡装置が提案されている（特許文献１）。この内視鏡装置によれば、体腔内の特
定部位に対する硬度を測定することができる。
【０００３】
　しかし、この内視鏡装置による診断では、単に患部の硬さを測定するに留まり、この患
部を更に詳細に観察することができない。即ち、特定波長の狭帯域光の照射により特殊光
観察を行うことで、組織表層の毛細血管の状態やピットパターンを診断しやすくなるが、
このような特殊光観察を行うには、上記内視鏡装置を体腔内から抜き取った後、特殊光観
察用の内視鏡装置を体腔内に再挿入する等、手技が煩雑となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開昭６３－１８６６２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、体腔内の特定部位に対する触診を行い、その結果に基づいて患部の状態をよ
り詳細に観察できる観察モードに自動的に変更して、内視鏡診断を支援する内視鏡装置を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明は下記構成からなる。
　生体内に挿入される内視鏡挿入部の先端から、照明光を生体内の被観察対象に向けて照
射するとともに、前記被観察対象を撮像素子により撮像して撮像画像情報を取得する内視
鏡装置であって、
　白色光、及び白色光とは異なるスペクトルの特殊光を選択的に出射する光源部と、
　前記内視鏡挿入部の先端から、その一端に形成された触子部を突出させて前記被観察対
象の生体表面に押し当てる押し当て部材と、
　前記押し当て部材の触子部を生体表面に押し当てて撮像した撮像画像情報から前記生体
表面の特徴量を検出する特徴量検出部と、
　前記特徴量検出部により検出された特徴量に応じて、前記白色光を照明光として観察す
る通常観察モード、前記特殊光を含む光を照明光として観察する特殊光観察モードのいず
れかに切り替える観察モード切換部と、
を備えた内視鏡装置。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明の内視鏡装置によれば、体腔内の特定部位に対する触診を行い、その結果に基づ
いて患部の状態をより詳細に観察できる観察モードに自動的に変更して、内視鏡診断を支
援することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施形態を説明するための図で、内視鏡装置の概念的なブロック構成図
である。
【図２】図１に示す内視鏡装置の一例としての外観図である。
【図３】光源部による照明光の発光スペクトルを示すグラフである。
【図４】押し当て部材の一部破断側面図である。
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【図５】押し当て部材による正常な生体表面の観察時における外観図である。
【図６】押し当て部材による生体表面の病変部の観察時における外観図である。
【図７】図５の観察画像である。
【図８】図７の観察画像である。
【図９】（Ａ）、（Ｂ），（Ｃ）は病変部の大きさに応じて特徴量の算出する様子を示す
説明図である。
【図１０】内視鏡装置による触診観察の手順を説明するフローチャートである。
【図１１】通常観察モードと特殊光観察モードとの照明光の切り換えの様子を示す説明図
である。
【図１２】照明光の切り換えの様子を示す説明図である。
【図１３】光源部の他の構成例を示すブロック図である。
【図１４】光源部の他の構成例を示すブロック図である。
【図１５】光源部の他の構成例を示すブロック図である。
【図１６】光源部の他の構成例を示すブロック図である。
【図１７】（Ａ）は光源部の他の構成例を示すブロック図、（Ｂ）は（Ａ）に適用される
回転フィルタの正面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
　図１は本発明の実施形態を説明するための図で、内視鏡装置の概念的なブロック構成図
、図２は図１に示す内視鏡装置の一例としての外観図である。
【００１０】
　図１、図２に示すように、内視鏡装置１００は、内視鏡１１と、この内視鏡１１が接続
される制御装置１３と、画像情報等を表示するモニタ等の表示部１５と、キーボード等の
入力操作を受け付ける入力部１７とを備える。
【００１１】
　内視鏡１１は、内視鏡挿入部１９の先端から照明光を出射する照明光学系と、被観察領
域を撮像する撮像素子２１（図１参照）を含む撮像光学系とを有する電子内視鏡である。
内視鏡１１は、被検体内に挿入される内視鏡挿入部１９と、内視鏡挿入部１９の先端の湾
曲操作や観察のための操作を行う操作部２３（図２参照）と、内視鏡１１を制御装置１３
に着脱自在に接続するコネクタ部２５，２７とを備える。内視鏡挿入部１９は、その先端
に、生体表面に押し当てる押し当て部材４１が配置されている。なお、図示はしないが、
操作部２３及び内視鏡挿入部１９の内部には、組織採取用処置具等を挿入する鉗子チャン
ネルや、送気・送水用のチャンネル等、各種のチャンネルが設けられる。
【００１２】
　内視鏡挿入部１９は、可撓性を持つ軟性部２９と、湾曲部３１と、先端部（以降、内視
鏡先端部とも呼称する）３３とから構成される。内視鏡先端部３３には、図１に示すよう
に、被観察領域へ光を照射する照射口３５，３７と、被観察領域の画像情報を取得するＣ
ＣＤ(Charge Coupled Device）イメージセンサやＣＭＯＳ(Complementary Metal-Oxide S
emiconductor）イメージセンサ等の撮像素子２１が配置されている。撮像素子２１の受光
面には対物レンズユニット３９が配置されている。
【００１３】
　湾曲部３１は、軟性部２９と先端部３３との間に設けられ、操作部２３に配置されたア
ングルノブ４３の回動操作により湾曲自在にされている。この湾曲部３１は、内視鏡１１
が使用される被検体の部位等に応じて、任意の方向、任意の角度に湾曲でき、内視鏡先端
部３３の照射口３５，３７及び撮像素子２１の観察方向を、所望の観察部位に向けること
ができる。
【００１４】
　制御装置１３は、内視鏡先端部３３の照射口３５，３７に供給する照明光を発生する光
源部４５、撮像素子２１からの画像信号を画像処理するプロセッサ４７を備え、コネクタ
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部２５，２７を介して内視鏡１１と接続される。また、プロセッサ４７には、前述の表示
部１５と入力部１７とが接続されている。プロセッサ４７は、内視鏡１１の操作部２３や
入力部１７からの指示に基づいて、内視鏡１１から伝送されてくる撮像信号を画像処理し
、表示部１５へ表示用画像を生成して供給する。
【００１５】
　光源部４５は、中心波長４０５ｎｍの紫色レーザ光源（特殊光光源）ＬＤ１と、中心波
長４４５ｎｍの青色レーザ光源（白色照明用光源）ＬＤ２とを発光源として備えている。
これら各光源ＬＤ１，ＬＤ２の半導体発光素子からの発光は、光源制御部４９により個別
に制御されており、紫色レーザ光源ＬＤ１の出射光と、青色レーザ光源ＬＤ２の出射光と
の光量比は変更自在になっている。つまり、光源部４５は、白色光源、及び白色光源より
狭帯域のスペクトル光を出射する特殊光光源を含む複数の光源からの光を選択的に出射す
ることができる。
【００１６】
　紫色レーザ光源ＬＤ１及び青色レーザ光源ＬＤ２は、ブロードエリア型のＩｎＧａＮ系
レーザダイオードが利用でき、また、ＩｎＧａＮＡｓ系レーザダイオードやＧａＮＡｓ系
レーザダイオードを用いることもできる。また、上記光源として、発光ダイオード等の発
光体を用いた構成としてもよい。
【００１７】
　これら各光源ＬＤ１，ＬＤ２から出射されるレーザ光は、集光レンズ（図示略）により
それぞれ光ファイバに入力され、合波器であるコンバイナ５１と、分波器であるカプラ５
３とを介してコネクタ部２５に伝送される。なお、これに限らず、コンバイナ５１とカプ
ラ５３とを用いずに各光源ＬＤ１，ＬＤ２からのレーザ光をコネクタ部２５に直接送出す
る構成であってもよい。
【００１８】
　中心波長４４５ｎｍの青色レーザ光、及び中心波長４０５ｎｍの紫色レーザ光が合波さ
れ、コネクタ部２５まで伝送されたレーザ光は、光ファイバ５５，５７によって、それぞ
れ内視鏡１１の内視鏡先端部３３まで伝搬される。そして、青色レーザ光は、内視鏡先端
部３３の光ファイバ５５，５７の光出射端に配置された波長変換部材である蛍光体５９を
励起して蛍光を発光させる。また、一部の青色レーザ光は、そのまま蛍光体５９を透過す
る。紫色レーザ光は、蛍光体５９を強く励起させることなく透過して、狭帯域波長の照明
光となる。
【００１９】
　光ファイバ５５，５７は、マルチモードファイバであり、一例として、コア径１０５μ
ｍ、クラッド径１２５μｍ、外皮となる保護層を含めた径がφ０．３～０．５ｍｍの細径
なファイバケーブルを使用できる。
【００２０】
　蛍光体５９は、青色レーザ光の一部を吸収して緑色～黄色に励起発光する複数種の蛍光
体（例えばＹＡＧ系蛍光体、或いはＢＡＭ（ＢａＭｇＡｌ10Ｏ17）等の蛍光体）を含んで
構成される。これにより、青色レーザ光を励起光とする緑色～黄色の励起光と、蛍光体５
９により吸収されず透過した青色レーザ光とが合わされて、白色（疑似白色）の照明光と
なる。本構成例のように、半導体発光素子を励起光源として用いれば、高い発光効率で高
強度の白色光が得られ、白色光の強度を容易に調整できる上に、白色光の色温度、色度の
変化を小さく抑えることができる。
【００２１】
　上記の蛍光体５９は、レーザ光の可干渉性により生じるスペックルに起因して、撮像の
障害となるノイズの重畳や、動画像表示を行う際のちらつきの発生を防止できる。また、
蛍光体５９は、蛍光体を構成する蛍光物質と、充填剤となる固定・固化用樹脂との屈折率
差を考慮して、蛍光物質そのものと充填剤に対する粒径を、赤外域の光に対して吸収が小
さく、かつ散乱が大きい材料で構成することが好ましい。これにより、赤色や赤外域の光
に対して光強度を落とすことなく散乱効果が高められ、光学的損失が小さくなる。
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【００２２】
　青色レーザ光と蛍光体５９からの励起発光光による白色光、及び紫色レーザ光による狭
帯域光からなる照明光は、内視鏡１１の先端部３３から被検体の被観察領域に向けて照射
される。そして、照明光が照射された被観察領域の様子を対物レンズユニット３９により
撮像素子２１の受光面上に結像させて撮像する。
【００２３】
　撮像後に撮像素子２１から出力される撮像画像の画像信号は、スコープケーブル６１を
通じてＡ／Ｄ変換器６３に伝送されてデジタル信号に変換され、コネクタ部２５を介して
プロセッサ４７の画像処理部６５に入力される。画像処理部６５は、詳細は後述するが、
入力されたデジタル画像信号を画像データに変換して所望の出力用画像情報を制御部６９
に出力する。特徴量検出部６７は、光源部４５から白色光を出射させると共に、押し当て
部材４１が有する触子部７５を生体表面に押し当てた状態で、撮像素子２１により撮像し
た撮像画像情報から生体表面の特徴量を検出する。光源制御部４９は、特徴量検出部６７
により検出された特徴量に応じて光源部４５からの出射光を変化させる。
【００２４】
　制御部６９に入力された出力用画像情報は、内視鏡観察画像として表示部１５に表示さ
れ、必要に応じて、メモリやストレージ装置からなる記憶部７１に記憶される。また、内
視鏡１１には、手動にて観察モードを変更するモード変更ボタン７３が配置され、モード
変更ボタン７３からの切り替え信号は制御部６９に入力される。モード変更ボタン７３は
、押下動作の度に後述する観察モードを切り替える。
【００２５】
　図３は、紫色レーザ光源ＬＤ１からの紫色レーザ光と、青色レーザ光源ＬＤ２からの青
色レーザ光及び青色レーザ光が蛍光体５９により波長変換された発光スペクトルとを示す
グラフである。紫色レーザ光は、中心波長４０５ｎｍの輝線で表される。また、青色レー
ザ光は、中心波長４４５ｎｍの輝線で表され、青色レーザ光による蛍光体５９からの励起
発光光は、概ね４５０ｎｍ～７００ｎｍの波長帯域で発光強度が増大する分光強度分布と
なる。この励起発光光と青色レーザ光とによって前述した白色光が形成される。
【００２６】
　ここで、本明細書でいう白色光とは、厳密に可視光の全ての波長成分を含むものに限ら
ず、例えばＲ，Ｇ，Ｂ等、特定の波長帯の光を含むものであればよく、例えば、緑色から
赤色にかけての波長成分を含む光や、青色から緑色にかけての波長成分を含む光等も広義
に含むものとする。
【００２７】
　この内視鏡装置１００では、紫色レーザ光源ＬＤ１からの紫色レーザ光と、青色レーザ
光源ＬＤ２からの青色レーザ光との発光強度を光源制御部４９により相対的に増減制御し
て、任意の輝度バランスの照明光を生成することができる。
【００２８】
　図４に押し当て部材４１の一部破断側面図を示す。押し当て部材４１は、先端部の触子
部７５と、触子部７５に接続されたワイヤ７６と、ワイヤ７６の外周をワイヤ７６が進退
自在となるように覆うシース７８と、基端部の操作部７９とを有する。操作部７９は、ワ
イヤ７６に接続された固定部７９Ａと、シース７８に接続された可動部７９Ｂからなり、
可動部７９Ｂを固定部７９Ａに対して牽引することで、触子部７５がシース７８の先端か
ら突出する。押し当て部材４１は、内視鏡挿入部１９の軸方向に沿って形成された鉗子孔
に挿通され、進退自在な触子部７５を生体表面に押し当てることにより生体表面を陥没さ
せる。押し当て部材４１の触子部７５は、操作部７９からの操作により、内視鏡挿入部１
９の先端部からの微妙な突出加減を調整することができる。また、病変部において触診を
行う以前に触子部７５を退避させておくことにより、他の生体表面における観察の邪魔に
なることがない。
【００２９】
　なお、押し上げ部材４１は、内視鏡の鉗子孔から挿入する処置具として設ける他にも、
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内視鏡先端部に触子部を突設しておく構成としてもよい。
【００３０】
　ここで、押し当て部材４１による触診について説明する。
　生体組織の粘膜表層は、粘膜深層の血管から樹脂状血管網等の毛細血管が粘膜表層まで
の間に形成され、生体組織の病変は、その毛細血管等の微細構造に現れることが報告され
ている。そこで、内視鏡診察においては、粘膜表層の毛細血管を画像強調して観察し、微
小病変の早期発見や、病変範囲の診断が試みられている。特に、生体表面に生成される病
変部は、例えば石灰化した場合のように、周囲の生体表面と比べて硬く変質していること
が報告されている。そのため、硬く変質した病変部に対して押し当て部材４１の触子部７
５を押し当てることにより、硬化した病変部が一体となって陥没する。
【００３１】
　図５に押し当て部材４１による正常な生体表面の観察時における外観図、図６に押し当
て部材４１による生体表面の病変部の観察時における外観図を示した。図５に示すように
、正常な生体組織に押し当て部材４１の触子部７５を押し当てると、生体表面Ｂが柔軟で
あるため触子部７５を覆うように生体組織が局所的に窪む。一方、図６に示すように病変
部Ａが存在する場合、触子部７５を生体表面Ｂに押し当てると、生体表面Ｂから硬化した
病変部Ａ全体が一体となって窪み、陥没領域が大きくなる。
【００３２】
　このような陥没した様子を上方から観察することにより、病変部Ａの硬化領域の大きさ
を確認できる。図７は図５に示す場合の観察画像、図８は図６に示す場合の観察画像を示
している。病変部Ａの硬化度合いは、陥没した領域の縦横寸法や面積を検出することで評
価できる。つまり、図９（Ａ）～（Ｃ）に示すように、病変部（硬化領域）の大きさは、
陥没した領域の大きさとして観察できる。図９（Ａ）のように正常な生体表面Ｂの状態か
ら、図９（Ｂ）、（Ｃ）といった病変部Ａが存在する状態までの間で、病変部Ａの大きさ
を、水平方向の直径ｄａｈ、垂直方向の直径ｄａｖ、又は、陥没した領域の面積Ａ１，Ａ
２を画像解析により求める。これらのパラメータが、病変部Ａの大きさを表す特徴量とな
る。
【００３３】
　更に詳述すると、病変部Ａによる陥没領域の大きさは、押し当て部材４１の触子部７５
の近傍とその周囲における生体表面Ｂの色調又は輝度の変化量に関連して求めることがで
きる。例えば、平均化処理や二値化処理等の周知の画像処理技術を利用することで、病変
部Ａの実態に相当する特徴量を正確に求めることができる。また、病変部の特徴量の検出
においては、光切断法を利用する等して凹凸状態を三次元的に解析し、病変部の体積等の
三次元量を特徴量としてもよい。
【００３４】
　上記の病変部Ａの観察には、可視短波長の狭帯域光を照射すると、組織表層のより詳細
な情報が得られることが分かっている。
　生体組織に照明光が入射されると、入射光は生体組織内を拡散的に伝播するが、生体組
織の吸収・散乱特性は波長依存性を有しており、短波長ほど散乱特性が強くなる傾向があ
る。つまり、照明光の波長によって光の深達度が変化する。そのため、照明光が４００ｎ
ｍ付近の波長域では粘膜表層の毛細血管からの血管情報が得られ、波長５００ｎｍ付近の
波長域では、更に深層の血管を含む血管情報が得られるようになる。病変部Ａの組織表層
の情報を得るためには、中心波長３６０～８００ｎｍ、好ましくは３６５～５１５ｎｍの
光源を用いる。特に表層血管の観察には、中心波長３６０～４７０ｎｍ、好ましくは３６
０～４５０ｎｍの光源を用いる。
【００３５】
　このように、可視短波長の狭帯域光を照明光とした場合の観察画像では、粘膜表層の微
細な毛細血管、また、ピットパターンが鮮明に見えるようになる。また、照明光を白色光
とした場合の観察画像では、組織深層に近い血管像までが得られるようになる。
【００３６】
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　上記のように、白色光による観察画像に加え、狭帯域光による観察画像を合成した画像
を生成することで、生体組織の粘膜表層の微細血管が強調された患部の診断がしやすい画
像にできる。本構成の内視鏡装置１００においては、内視鏡先端部３３から出射する白色
光及び狭帯域光の各出射光量を、それぞれ独立して連続変化可能に構成することで、１フ
レームの撮像画像を、片方の照明光のみ照射した観察画像や、双方の照明光による光成分
が含まれる観察画像にすることが自在に行える。
【００３７】
　次に、内視鏡装置を用いた触診と観察の手順について説明する。
　図１０に内視鏡装置１００による触診観察の手順を説明するフローチャートを示す。ま
ず、青色レーザ光源ＬＤ２からの青色レーザ光と蛍光体５９からの励起発光光による白色
光を照射する（Ｓ１）。白色光を照射している状態で、生体表面Ｂに押し当て部材４１の
触子部７５を押し当てる（Ｓ２）。なお、観察したい病変部の位置が既知である場合は、
その病変部に触子部７５を押し当てるようにする。
【００３８】
　そして、生体表面Ｂに触子部７５を押し当てた後、対物レンズユニット３９を通じて、
照明光が照射された生体表面Ｂの様子を撮像素子２１により撮像する（Ｓ３）。
【００３９】
　次に、特徴量の検出を行う（Ｓ４）。押し当て部材４１の触子部７５を生体表面Ｂに対
して垂直方向に押し当てた際、触子部７５が押し当てられた生体表面Ｂが正常であって病
変部が存在しないか、存在しても微小である場合（図７、図９（Ａ）参照）、生体表面Ｂ
の陥没領域の大きさが小さいことが観察される。この場合は、病変部の特徴量が所定範囲
内であるために、観察モード切替部である制御部６９は、観察モードを通常観察モードに
設定する（Ｓ５，Ｓ６）。通常観察モードでは、青色レーザ光源ＬＤ２からの青色レーザ
光と蛍光体５９からの励起発光光とによる白色光が照射される。
【００４０】
　一方、押し当て部材４１の触子部７５を生体表面Ｂに対して垂直方向に押し当てた際、
触子部７５が押し当てられた生体表面Ｂに大きい病変部Ａが確認された場合（図８、図９
（Ｂ），（Ｃ）参照）、病変部Ａの特徴量が所定範囲を超えているため、制御部６９は、
観察モードを特殊光観察モードに設定する（Ｓ７）。このとき、特徴量検出部６７から出
力される切り換え指令信号に応じて、制御部６９を介して光源制御部４９が紫色レーザ光
源ＬＤ１、青色レーザ光源ＬＤ２をそれぞれ制御して、紫色レーザ光源ＬＤ１の光のみを
出射させる。これにより、可視短波長の狭帯域光により撮像された画像情報が制御部６９
に入力されて、内視鏡観察画像として表示部１５に表示される。
【００４１】
　上記の通常観察モードと特殊光観察モードとの照明光の切り換えの様子を図１１に示す
。病変部Ａの特徴量の検出において、押し当て部材４１の触子部７５を生体表面Ｂに押し
当てて生体表面Ｂを陥没させた際、生体表面Ｂの陥没領域の大きさが特徴量閾値Ｃ１を超
えていないことが特徴量検出部６７により検出されると、青色レーザ光源ＬＤ２からの青
色レーザ光と蛍光体５９からの励起発光光による白色光が照射される通常観察モードとな
る。
【００４２】
　一方、特徴量閾値Ｃ１を超えていることが特徴量検出部６７により検出されると、光源
制御部４９により紫色レーザ光源ＬＤ１からの光が病変部Ａに照射された観察画像が得ら
れる。
【００４３】
　このように、観察画像の特徴量に応じて観察モードが自動的に切り替わるので、内視鏡
の術者は、病変部の触診と病変部の詳細な観察とを、手動操作を伴うことなく連続して行
うことができ、手技を円滑に行うことができる。また、観察モードが自動的に切り替わる
ことで、病変部があった場合に、モニタに映出される観察画像が変化するため、術者はこ
の視覚的な変化に気付きやすくなり、問題のある病変部をより確実に認知できる。よって
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、病変部の見逃し防止に寄与できる。また、所望の観察対象に内視鏡先端部の位置を合わ
せて触診する以外にも、体腔内で無作為に触診して病変部を探索する場合に、病変部の存
在によってモニタ映出の画像が切り替わるので、術者による病変部の発見が容易となり、
診断精度が向上する。
【００４４】
　次に、上記構成の変形例を説明する。
　図１２は照明光の切り換えの様子を示す説明図である。制御パターンＰ１で示すように
、検出した特徴量が閾値Ｃ２を超えていない場合は、紫色レーザ光源ＬＤ１と青色レーザ
光源ＬＤ２との光量比を１：４に設定する。また、特徴量が閾値Ｃ２を超えている場合は
、紫色レーザ光源ＬＤ１と青色レーザ光源ＬＤ２との光量比を７：１に設定する。
【００４５】
　上記２段階の制御パターンＰ１の他、制御パターンＰ２に示すように、特徴量の大きさ
に応じて紫色レーザ光源ＬＤ１と青色レーザ光源ＬＤ２との光量比を連続的に変化させる
ように設定してもよい。連続的に変化させる場合には、病変部の状態に応じた適切な照明
光で観察することができる。
【００４６】
　光源部４５は、次に示す構成にすることもできる。
　図１３に光源部４５の他の構成例を示す。同図に示すように光源部４５は、中心波長４
０５ｎｍの紫色レーザ光源ＬＤ１と、中心波長４４５ｎｍの青色レーザ光源ＬＤ２に加え
、中心波長４０５ｎｍのレーザ光源ＬＤ３を備える。光源制御部４９は、中心波長４０５
ｎｍのレーザ光源ＬＤ３からの光を、光ファイバを通じて、内視鏡先端部に配置される拡
散板７７から被観察領域に照射する。この構成によれば、ＬＤ３からのレーザ光を蛍光体
を介さずに出射できるため、中心波長４０５ｎｍの狭帯域光が他の波長帯の光（蛍光体の
発光等）による外乱なく生体に照射できる。そのため、生体内に存在するコラーゲン等の
蛍光物質からの微弱な自家蛍光の観察画像や、光線力学的診断（Photodynamic Diagnosis
：ＰＤＤ）用の微弱な発光強度の観察画像がＳ／Ｎを高めた状態で得られる。表１にＰＤ
Ｄ励起光（照射光）、ＰＤＤ蛍光（発光）、及び参考のため光線力学的治療（Photodynam
ic Therapy：ＰＤＴ）光（照射光）の波長を薬剤毎に示すように、ＰＤＤ励起光としては
、フォトフリン、レザフィリン、５－ＡＬＡのいずれの蛍光薬剤を使用した場合でも中心
波長４０５ｎｍのレーザ光が利用可能である。
【００４７】
【表１】

【００４８】
　その他、ＬＤ３の中心波長を７８０ｎｍとすれば、インドシアニン・グリーン（ＩＣＧ
）を励起して、近赤外（８２０ｎｍ）の蛍光の観察を行うことができ、ＬＤ３の中心波長
を３７５ｎｍとすれば、ルシフェラーゼを励起して、４９０ｎｍの蛍光の観察を行うこと
ができる。
【００４９】
　図１４に光源部４５の他の構成例を示す。同図に示すように光源部４５は、内視鏡先端
部に配置された白色ＬＥＤ１０１と、λa、λb、λcの各色波長を発光するＬＥＤ１０３
，１０５，１０７を制御する光源制御部４９を備える。各ＬＥＤ１０３，１０５，１０７
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は、中心波長が４０５ｎｍ、４４５ｎｍ、４７３ｎｍ、６６５ｎｍ，７８５ｎｍ等の各種
の発光素子からなる。これら発光素子を観察目的や上記の特徴量に応じていずれかを選択
的に点灯駆動し、所望の観察像を形成することで、内視鏡診断の利便性を高められる。ま
た、発光素子として汎用のＬＥＤ発光素子を利用するため、経済的に有利に製造でき、消
費電力も抑えられる。
【００５０】
　図１５に光源部４５の他の構成例を示す。同図に示すように光源部４５は、キセノンラ
ンプやメタルハライドランプ等の白色照明用の白色光源１０９と、特殊光観察用のレーザ
光源ＬＤを備える。光源制御部４９は、白色光源１０９からの光を多数本の光ファイバか
らなるファイババンドル１１１を通じて、内視鏡先端部から拡散板１１７から出射させる
。また、光源制御部４９は、レーザ光源ＬＤ１１３からの光を一本の光ファイバ１１５で
導光し、内視鏡先端部の拡散板１１７を透過させて出射させる。この構成によれば、広く
利用されている白色光源１０９を用いた白色照明系をそのまま利用して、ＬＤ１１３の特
殊光照明系を追加するだけで、上記した種々の観察目的に対応した照明光学系を簡単に構
築できる。
【００５１】
　図１６に光源部４５の他の構成例を示す。同図に示すように光源部４５は特殊光観察用
のレーザ光源ＬＤ１２３を備える。光源制御部４９は、信号線１２１を通じて内視鏡先端
部に配置されたＲ、Ｇ、Ｂ色を発光する各ＬＥＤ１１９に接続され、内視鏡先端部から各
ＬＥＤ１１９からの混色による白色光を照射させる。また、光源制御部４９は、ＬＤ１２
３を駆動して、所望の波長の特殊光を光ファイバ１１５を通じて、内視鏡先端部の拡散板
１１７から出射させる。この構成によれば、照明光学系の小型化が図れ、また、内視鏡先
端部に対して信号線１２１と光ファイバ１１５で接続することで済み、内視鏡挿入部の細
径化が図れる。
【００５２】
　図１７（Ａ），（Ｂ）に光源部４５の他の構成例を示す。図１７（Ａ）に示すように光
源部４５は、白色光源１２９と、モータ１３１により回転駆動される回転フィルタ１３３
と、白色光源１２９とモータ１３１を制御する光源制御部４９とを備える。回転フィルタ
１３３は、図１７（Ｂ）に示すように、赤色光を取り出すためのＲフィルタ１３５と、緑
色光を取り出すためのＧフィルタ１３７と、青色光を取り出すためのＢフィルタ１３９と
、前述した特殊光を取り出すための特殊光フィルタ１４１とを円周方向に並べて配置して
いる。本構成例は、回転フィルタ１３３の回転に同期して撮像することで、Ｒ画像、Ｇ画
像、Ｂ画像、特殊光画像をそれぞれ順次取得し、これら画像（Ｒ画像＋Ｇ画像＋Ｂ画像、
Ｇ画像＋特殊光画像　等）を同時化処理して一枚のカラー画像を生成する面順次式である
。
【００５３】
　以上説明した各構成例の内視鏡装置１００によれば、体腔内の特定部位に対する触診を
行い、その結果に基づいて患部の状態をより詳細に観察できる観察モードに自動的に変更
して、内視鏡による診断を円滑に支援することができる。
【００５４】
　また、本発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、明細書の記載、並びに周知
の技術に基づいて、当業者が変更、応用することも本発明の予定するところであり、保護
を求める範囲に含まれる。
　例えば、押し当て部材４１の触子部７５が生体表面に接触し、触子部７５が押し戻され
たときのストローク量に応じて、観察モードを変更することもできる。押し当て部材４１
の触子部７５が生体表面に当接する場合は、内視鏡先端部が生体表面に近く、近景撮影さ
れる場合とみなせる。このような場合には、組織表層の毛細血管情報が強調されるように
特殊光観察モードで観察するとよい。これにより、病変部の詳細が容易に観察できるよう
になる。一方、押し当て部材４１の触子部７５が生体表面に当接せず、触子部７５が押し
戻されない場合は、内視鏡先端部と生体表面との距離があり、遠景撮影される場合とみな
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せる。このような場合には、体腔内の奥までを広範囲で照明する通常観察モードで観察す
るよい。
【００５５】
　また、触子部７５が生体表面に接触して押し戻されるストローク量が多いほど、特殊光
観察モードにおける紫色レーザ光（中心波長４０５ｎｍ）による狭帯域光成分を多くし、
ストローク量が少ないほど、青色レーザ光（中心波長４４５ｎｍ）による白色光成分を多
くする制御を行うことが好ましい。この場合には、モード切り替えの前後で観察画像が急
峻に切り替わることがなく、ストローク量に応じて滑らかに切り替わることで連続観察に
適した画像表示が行える。
【００５６】
　なお、触子部７５のストローク量は、触子部７５又はこれに接続されるワイヤ７６（図
４参照）の移動量を検知する位置センサ（図示せず）をシース７８や操作部７９に設けて
、測定することができる。位置センサ以外にも、移動の加速度を検出する加速度センサ、
外力を受けて接点が切り替わる電気スイッチ素子、圧力や歪みを電圧変化により検出する
ストレインゲージ等で構成してもよい。これら各検出素子が、触子部７５の進退移動を検
出する触子部移動検出部として機能する。
【００５７】
　更に、この場合の触子部７５の形状は、球形に限らず、観察視野に影響を及ぼさない円
筒状の部材としてもよい。即ち、内視鏡挿入部の先端に装着する内視鏡用フードに上記色
部移動検出部の機能を付与してもよい。
【００５８】
　以上の通り、本明細書には次の事項が開示されている。
（１）　生体内に挿入される内視鏡挿入部の先端から、照明光を生体内の被観察対象に向
けて照射するとともに、前記被観察対象を撮像素子により撮像して撮像画像情報を取得す
る内視鏡装置であって、
　白色光、及び白色光とは異なるスペクトルの特殊光を選択的に出射する光源部と、
　前記内視鏡挿入部の先端から、その一端に形成された触子部を突出させて前記被観察対
象の生体表面に押し当てる押し当て部材と、
　前記押し当て部材の触子部を生体表面に押し当てて撮像した撮像画像情報から前記生体
表面の特徴量を検出する特徴量検出部と、
　前記特徴量検出部により検出された特徴量に応じて、前記白色光を照明光として観察す
る通常観察モード、前記特殊光を含む光を照明光として観察する特殊光観察モードのいず
れかに切り替える観察モード切換部と、
を備えた内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、押し当て部材の触子部を生体表面に押し当て、撮像素子によ
り撮像した撮像画像情報から生体表面の特徴量を検出し、その特徴量に応じて観察モード
を自動的に切り替えることで、病変部の状態をより詳細に観察できる照明光に変更して、
内視鏡による診断を円滑に行うことができる。
【００５９】
（２）　（１）の内視鏡装置であって、
　前記光源部が、白色照明光を生成するための白色光用光源、及び前記白色照明光より狭
帯域のスペクトル光を発生する特殊光光源を含む複数の光源を含んで構成され、前記複数
の光源からの光を所定の光量比で合波して出射する内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、照明光を、複数の光源からの光を所定の光量比で合波して生
成することで、観察に適した任意の照明光を簡単に得ることができる。
【００６０】
（３）　（２）記載の内視鏡装置であって、
　前記観察モード切換部が、前記特徴量検出部により検出された特徴量に応じて前記所定
の光量比を変化させる内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、通常観察モードと特殊光観察モードが、各光源からの光の光
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量比を調整することで、観察に適した照明光を生成できる。
【００６１】
（４）　（１）～（３）のいずれか１項記載の内視鏡装置であって、
　前記特徴量が、前記生体表面に前記押し当て部材の触子部を押し当てて陥没させたとき
の、前記生体表面の陥没領域の大きさに関連した特徴量である内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、生体表面の陥没領域が大きく、求めた特徴量が予め定めた閾
値を超えていることが特徴量検出部により検出された場合に、通常観察モードから特殊光
観察モードに切り替えられる。これにより、被観察領域の特定部位に対する触診結果に基
づいて、観察モードが適切に切り替えられる。
【００６２】
（５）　（４）の内視鏡装置であって、
　前記特徴量が、前記押し当て部材の触子部の周囲における前記生体表面の色調、輝度の
少なくともいずれかの変化量である内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、押し当て部材による病変部の形状変化が、色調や輝度変化の
情報として抽出できる。
【００６３】
（６）　（１）～（５）のいずれか１つの内視鏡装置であって、
　前記押し当て部材が、前記触子部を前記生体表面に対して面垂直方向に押し当て可能に
、前記内視鏡挿入部の先端から突出された内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、押し当て部材の触子部を生体表面に対して垂直方向に押し当
てることにより、病変部の存在を確認しやすくなる。
【００６４】
（７）　（１）～（６）のいずれか１つの内視鏡装置であって、
　前記押し当て部材が、前記内視鏡挿入部の軸方向に沿って形成された鉗子チャンネルに
進退自在に挿通される内視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、押し当て部材の触子部が、内視鏡挿入部の軸方向に沿って形
成された鉗子チャンネルに進退自在であるために、微妙な突出加減を調整することができ
ると共に、病変部において触診を行うとき以外は触子部を退避させておくことにより、観
察の邪魔になることがない。
【００６５】
（８）　（１）～（７）のいずれか１つの内視鏡装置であって、
　前記特殊光源の出射光の中心波長が、３６０ｎｍ乃至４７０ｎｍの波長域に含まれる内
視鏡装置。
　この内視鏡装置によれば、中心発光波長の下限値が３６０ｎｍであることにより、半導
体発光素子の市販品による入手が容易となる。中心発光波長の上限値が４７０ｎｍ以下と
なることにより、照明光が粘膜組織表層の微細構造を強調する狭帯域光観察に適した波長
範囲となる。
【００６６】
＜付記＞
（Ａ）　生体内に挿入される内視鏡挿入部の先端から、照明光を生体内の被観察対象に向
けて照射するとともに、前記被観察対象を撮像素子により撮像して撮像画像情報を取得す
る内視鏡装置であって、
　白色光、及び白色光とは異なるスペクトルの特殊光を選択的に出射する光源部と、
　前記内視鏡挿入部の先端から、その一端に形成された触子部を進退自在に突出させて前
記被観察対象の生体表面に押し当てる押し当て部材と、
　前記触子部の進退移動を検出する触子部移動検出部と、
　前記押し当て部材の触子部が生体表面に接触して押し戻されたときのストローク量に応
じて前記光源部からの出射光を変化させる光源制御部と、
を備えた内視鏡装置。
（Ｂ）　（Ａ）記載の内視鏡装置であって、
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　前記光源制御部が、前記白色光と前記特殊光との出射光量比を調整するものである内視
鏡装置。
【符号の説明】
【００６７】
　１９　内視鏡挿入部
　２１　撮像素子
　４１　押し当て部材
　４５　光源部
　４９　光源制御部
　６７　特徴量検出部
１００　内視鏡装置
　ＬＤ１　青色レーザ光源（白色照明用光源、白色光源）
　ＬＤ２　紫色レーザ光源（特殊光光源）

【図１】 【図２】
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